
イ　学校施設のバリアフリー化
　文部科学省では、学校施設の整備について、障害のある幼児児童生徒が支障なく学校生活
を送るために障害の種類や程度に応じたきめ細かな配慮を行うよう、学校種ごとの学校施設
整備指針を作成し、施設の計画・設計上の留意点を示している。このほか、学校施設のバリ
アフリー化に関する基本的な考え方や計画・設計上の留意点を示した「学校施設バリアフリ 
ー化推進指針」を策定するとともに、具体的な取組を事例集として取りまとめている。また、
報告書「災害に強い学校施設の在り方について～津波対策及び避難所としての防災機能の強
化～」では、災害時に避難所となる学校施設におけるバリアフリー化の必要性について示し
ている。これらの指針や事例集等は、地方公共団体等に配布するとともに、研修会等を通じ
て普及啓発に努めている。
　さらに、学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベータ 
ーやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行っている。
　また、私立の特別支援学校並びに小・中学校の特別支援学級において、障害に適応した教
育を実施する上で必要とする設備の整備を学校法人が行う場合に、国がその一部を補助して
いる。補助対象となる設備には、立体コピー設備、FM等補聴設備、音声表出コミュニケーシ 
ョン支援装置（VOCA）、携帯用防犯ベル、スクールバスなどがある。

ウ　専門機関の機能の充実と多様化
①　独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
　独立行政法人国立特別支援教育総合研究所は、我が国における唯一の特別支援教育のナ
ショナルセンターとして、国の政策課題や教育現場等の喫緊の課題等に対応した研究活動
を核として、各都道府県等において指導的立場に立つ教職員等を対象に、「特別支援教育
専門研修」や高等学校における通級による指導などに関する「指導者研究協議会」を実施
しているほか、インターネットを通じて、通常の学級の教師を含め障害のある児童生徒等
の教育に携わる幅広い教師の資質向上の取組を支援するための研修講義の配信や特別支援
学校の教師の免許状保有率の向上に資する免許法認定通信教育を実施している。また、全
ての学校を始めとする関係者に必要かつ有益な情報を提供するため、インターネットを活
用し、発達障害に関する情報提供等を行う「発達障害教育推進センター」、合理的配慮の
実践事例の掲載等を行う｢インクルーシブ教育システム構築支援データベース｣及び支援機
器等教材活用に関する様々な情報を集約した｢特別支援教育教材ポータルサイト｣などによ
り情報発信を行っている。さらに、研究成果の普及等を行う「研究所セミナー」（東京都）
を開催しているほか、「教材・支援機器等展示会」（全国４か所）を実施するなど理解啓 

学校施設のバリアフリー化の事例（スロープ・多目的トイレの設置）
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発活動も行っている。
　このほか、2016年度に「インクルーシブ教育システム推進センター」を設置し、地域や
学校が直面する課題を研究テーマとし、その解決を目指す「地域実践研究」や諸外国の 
最新情報の発信を行うとともに、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に十分
に教育を受けられるよう、一人一人の教育的ニーズに応じた多様で柔軟な仕組みの構築に
関する相談支援等を通して、地域や学校における取組を強力にバックアップしている（参
照：https://www.nise.go.jp/nc）。
②　特別支援教育センター
　都道府県の特別支援教育センターにおいて、当該都道府県における特別支援教育関係職
員の研修、障害のある子供に係る教育相談、特別支援教育に係る研究・調査等が行われて
いる。

（３）充実した支援体制の整備
ア　切れ目ない支援体制整備
　2012年７月に中央教育審議会初等中等教育分科会が取りまとめた「共生社会の形成に向け
たインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」において、インク
ルーシブ教育システムを構築する上で、教育委員会や学校等は、医療、保健、福祉、労働等
の関係機関等との適切な連携が重要であり、関係行政機関等の相互連携の下で、広域的な地
域支援のための有機的なネットワークを形成することが有効であることなどが示された。
　文部科学省では、特別な支援が必要な子供が、就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援 
を受けられる体制の整備に必要な経費（①保護者支援、②連絡協議会の設置、③個別の教育
支援計画を相互に連携して作成・活用することなどに係る経費）の一部を補助する事業を実
施するなどして、教育委員会や学校等における取組を推進している。

資料：文部科学省

■図表２-２
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イ　教育と福祉等の連携
　発達障害をはじめ障害のある子供への支援における教育と福祉の連携については、学校と障 
害福祉サービス事業者との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有の必要性が指摘されて 
いる。これを踏まえ、各自治体の教育委員会や福祉部局が主導し、支援が必要な子供やその保
護者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支援が受けられるよう、
文部科学省と厚生労働省では、両省連携による、家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」
プロジェクトを2017年12月に発足させ、翌年３月に、教育と福祉の連携を推進するための方 
策及び保護者支援を推進するための方策について報告書を取りまとめた。報告書には、具体的
な今後の対応策として、各地方自治体において、教育委員会や福祉部局が主導し、学校と障害 
福祉サービス事業者との関係構築の場を設置することで教育と福祉の連携を加速させること
や、相談窓口の整理を行うなど保護者支援の取組を充実させることなどを掲げている。両省で
は、同年５月に連名の通知を各地方自治体に対して発出し、報告書の趣旨を広く周知するとと
もに、自治体の好事例等も併せて示し、教育と福祉の一層の連携の推進に向けた積極的な取組
を促した。また、通知を踏まえて、地域における支援の情報や相談窓口について記載された保

護者向けのハンドブックを作成した
自治体の例を紹介し、他自治体の取
組の参考とした。
　文部科学省では、同年８月に、「学
校教育法施行規則」（昭和22年文部
省令第11号）の改正を行い、「個別
の教育支援計画」の作成に当たって
は、児童生徒等又はその保護者の意
向を踏まえつつ、医療、福祉、保健、
労働等の関係機関等と当該児童生徒
等の支援に関する必要な情報の共有
を図らなければならないこととし
た。また、2019年度より、学校と放
課後等デイサービス事業所などの障
害児通所支援事業所の連携促進に資
するため、連携に際してのマニュア
ルを作成するモデル事業を開始した。

岩手県陸前高田市作成
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kategorie/syussan-ikuji/ikuji/soudan-kyoushitu/k 
osodate-komarigoto.pdf

ウ　発達障害のある子供に対する支援
　「学校教育法の一部を改正する法律」（平成18年法律第80号）により、幼稚園、小・中学校
及び高等学校等のいずれの学校においても、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対す
る特別支援教育を推進することが法律上明確に規定された。
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　2016年６月には「発達障害者支援法の一部を改正する法律」（平成28年法律第64号）が公
布され（同年８月施行）、発達障害児がその年齢・能力に応じ、かつその特性を踏まえた十
分な教育を受けられるよう、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受
けられるよう配慮することや、支援体制の整備として個別の教育支援計画・個別の指導計画
の作成推進、いじめの防止等のための対策の推進等が規定された。文部科学省では、小・中
学校、高等学校等における発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援に当たって、①
特別支援教育の視点を踏まえた学校経営構築の方法、②学習上のつまずきなどに対する教科
指導の方向性の在り方、③通級による指導の担当教師等に対する研修体制の在り方や必要な
指導方法、④学校における児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮の在り方に関する研究
を実施した。
　また、文部科学省と厚生労働省の両省主催で2020年2月に「発達障害支援の地域連携に係
る全国合同会議」を開催した。

エ　医療的ケアが必要な子供に対する支援
　2018年５月に文部科学省が実施した調査結果によると、公立の特別支援学校や小・中学校に
在籍する医療的ケアが必要な幼児児童生徒の数は増加傾向にある。このような状況を踏まえ、
文部科学省では、学校への医療的ケアのための看護師配置に係る予算を拡充するなどして、教
育委員会や学校等における取組を支援している。

■図表２-３　
　特別支援学校や幼稚園、小・中・高等学校に在籍する医療的ケア児等の推移

出典：令和元年度学校における医療的ケアに関する実態調査（文部科学省）
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　また、近年、医療技術の進歩等を背景として、気管切開や人工呼吸器を使用する子供が 
増加傾向にあり、学校においてはこれらの幼児児童生徒の受入れ体制の構築が喫緊の課題 
となっている。このことから、文部科学省では、酸素療法や人工呼吸器の管理などの医療 
的ケアに学校が対応する際の体制の在り方等に関する調査研究を2017年から実施してい 
る。
　さらに、医療機関ではない学校においては、教職員と看護師の「共働」もしくは「協働」
によって医療的ケアが行われることが望ましい。このような特殊性から、教職員のみならず、
看護師に対する研修も重要である。文部科学省では、教育委員会による看護師に対する研修
機会の提供を確保・充実するため、厚生労働省や日本看護協会の協力の下、学校で医療的ケ
アを行う看護師等を対象とした研修会を開催した。

オ　私学助成
　私立の特別支援学校、特別支援学級を置く小・中学校及び障害のある幼児が就園している
幼稚園等の果たす役割の重要性から、これらの学校の教育条件の維持向上及び保護者の経済
的負担の軽減を図るため、「私立学校振興助成法」（昭和50年法律第61号）に基づき、国は経
常的経費の一部の補助等を行っている。

カ　家庭への支援等
　教育の機会均等の趣旨及び特別支援学校等への就学の特殊事情に鑑み、保護者の経済的負
担を軽減し、その就学を奨励するため、就学のために必要な諸経費のうち、教科用図書購入
費、交通費、寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費等について、保護者の経済的負担能力に応
じて、その全部又は一部を助成する特別支援教育就学奨励費が保護者に支給されている。

出典：令和元年度学校における医療的ケアに関する実態調査（文部科学省）第
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